
 

 

 

 

 

 

 

 

「市指定ごみ袋」の取扱いに係る一時的な特例措置 

 中東情勢の影響によるプラスチック製品の原料不足や、報道等による不安感から

の買いだめ行動により、全国的に指定ごみ袋の品薄傾向が続いています。 

本市においても、指定ごみ袋の製造・卸販売を行う承認事業者 2 社により、年間

の流通実績に基づく必要量を確保しておりましたが、通常時を大幅に上回る需要が

続いており、一部の店舗で一時的に品薄の状態が発生しています。 

本市では、あらかじめ、指定ごみ袋が購入できなくなる期間が生じることも想定

し、一時的な特例措置として、7 月 1 日から 9 月 30 日までの間、「もえるごみ」に

ついては、市販の透明・半透明の袋で排出できることといたしました。 

市民の皆様の不安を解消し、冷静な購買行動へのご協力を呼びかけるため、報道

機関の皆様におかれましては、ぜひ、取材していただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

1．実 施 期 間  7月１日（水）～9月 30日（水）まで 

2．ごみの種別  「もえるごみ」 

3．使用できる袋  中身が見える市販の「透明・半透明」の袋で、30～45リットル 

サイズのもの（※市の指定ごみ袋が購入できない場合） 

4．排 出 方 法  袋に直接マジックで「富谷市もえるごみ」と記入し、中身が出

ないように袋の口を縛って集積所に出してください。 
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